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〜「⾷料・農業・農村基本法」の⾒直しを⾏っています〜

世界⼈⼝の増加や⾷料⽣産の不安定化によって、いつでも、安く、⾷料が⼿に⼊る時代ではなくなる⁉

⾒直しの４つの⽅向性

４.農村・農業に関わる⼈を増やし、農村や農業インフラを維持

１.皆さんに⾷料を届ける⼒の強化

２.次世代へつなぐ、環境にやさしい農業・⾷品産業への転換

３.新たな技術も活⽤した、⽣産性の⾼い農業経営

○農業者、⾮農業者にかかわらず、新たな就業機会を確保するための取り組みを進めます。
〇農業インフラについて、ICT導⼊やDXの取組等による作業の効率化を進めます。
○⽤排⽔路などを管理しやすいものに整備し、保全管理しやすくするよう取り組みます。
○⼈⼿不⾜な状況においても、農業者以外の参画を促進し、農業インフラを地域全体で維持管理していく取組を進めます。

農村を元気にするために何ができる︖農村の地域社会が維持できなくなる⁉

農業⽣産を維持するためにどうする︖ 20年後には農業者が現在の1/4程度になる⁉

将来にわたって農業・⾷品産業を持続するために必要なことは︖
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